
リユース促進の取組みについて

令和７年２⽉１８⽇（⽕）
ごみ減量推進委員会説明資料

1

資料５

2

リサイクルプラザに持ち込まれた粗大
ごみ等の中から、修理しなくても使用
可能な物(リユース品)をピックアップ

リユース品入札販売事業

３か月に１回、市HP及び清掃事業所
窓口にて、リユース品の一覧(写真・
大きさ・最低入札価格等)を掲示

購入希望者が電子メール又は紙（窓
口・ＦＡＸ・郵送）で入札 → リサイクル
プラザにて落札者へリユース品を販売

リユース品を洗浄
(シルバー人材センターに委託)

① ②

③ ④
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リユース品入札販売事業の現状及び課題

【課題】

・リユース品のピックアップや運搬、使用確認及び洗浄、リユース品一覧
作成（採寸・写真撮影）等、出品するまでの作業の手間が大きい

・保管スペースに限りがある

・利用者がほぼ限られている（幅広く利用されていない）

・売れ残ったものは最終的にごみとして処分される

82 

259 
236 

272 

32 

113 
93 

140 
41,800 

110,700 

83,400 

141,400 

0

50,000

100,000

150,000

0

100

200

300

400

500

R2 R3 R4 R5

リユース品入札販売事業の推移

出品数 販売数 販売額

出品数・販売数 販売額(円)

4

他自治体でのリユース促進の取組み（例）

〇民間リユース事業者との連携

市の広報やホームページ等で、民間のサービスを利用したリユース品売却等
について啓発。

☆費用や手間をかけずに実施できる

★インターネット利用のサービスが主流のため、利用が難しい人もいる

(2)リユース品回収イベントの実施
期間や品目等を限定し、リユース品を回収。回収後のリユース品は事業者へ
まとめて売却。

☆リユース品売却が市の収入につながる

★実施期間が限定されるめ効果は一時的。集客（リユース品を多く回収）の
ための工夫が必要

(１)民間事業者のサービス利用を啓発
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他自治体でのリユース促進の取組み（例）

〇民間リユース事業者との連携

常設のリユース品回収場所を設置。回収したリユース品を希望者に販売又
は無償で引渡し。

☆市民が気軽に利用できる

★運営のための場所・設備や人員等が必要で多くの費用がかかる

(3)リユーススポットの設置

(4)民間事業者へリユース品を売却
ごみ処理施設に持ち込まれた粗大ごみ等の中から、リユース品をピックアッ
プし、事業者へまとめて売却。

☆リユース品売却が市の収入につながる

★リユース品をピックアップする手間がかかる
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他自治体でのリユース促進の取組み（イメージ）

不用品を
処分したい人

(1)民間サービス利用

(2)不用品回収イベント

(3)リユーススポット

ごみ処理施設

(4)民間事業者
へ売却

ピック
アップ

ごみとして破砕・
焼却等処理
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